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１）計画の策定体制 

本計画の策定体制は、以下のとおりです。 

計画策定の検討、協議にあたっては、都市再生特別措置法第 81条第 22項の規定に基づき、住民の意

見を反映させるために必要な措置を講ずることから、根室市立地適正化計画策定委員会を組織し、市民

説明会等を開催したほか、根室市都市計画審議会の意見を伺いました。 

 

 

 

 

  
都市再生特別措置法（抜粋） 

（立地適正化計画） 

第八十一条 

２２ 市町村は、立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、公聴会の開

催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市

町村都市計画審議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていな

いときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。）の意見を聴

かなければならない。 
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表 令和５年度 根室市立地適正化計画策定委員会 委員名簿 

所  属 氏  名 備 考 

根室市農業委員会 会長 野村 正浩 委 員 長 

根室漁業協同組合 専務理事 相川 泰人 副委員長 

根室商工会議所 事務局長 高野 美奈  

根室青年会議所 理事長 野陳 克敏  

国土交通省北海道開発局釧路開発建設部 

根室道路事務所 工務課長 
大井  保  

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 

根室出張所 所長 
佐々木 英幸  

（敬称略） 

 

表 令和６年度 根室市立地適正化計画策定委員会 委員名簿 

所  属 氏  名 備 考 

根室市農業委員会 会長 野村 正浩 委 員 長 

根室漁業協同組合 専務理事 相川 泰人 副委員長 

根室商工会議所 事務局長 高野 美奈  

根室青年会議所 理事長 野陳 克敏  

国土交通省北海道開発局釧路開発建設部 

根室道路事務所 工務課長 
山口 忠男  

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 

根室出張所 所長 
山口 秀人  

（敬称略） 
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表 根室市都市計画審議会 委員名簿 

所  属 氏  名 備 考 

根室市農業委員会 会長 野村 正浩 会   長 

根室漁業協同組合 専務理事 相川 泰人 職務代理者 

根室商工会議所 事務局長 高野 美奈  

根室青年会議所 理事長 野陳 克敏  

根室更生保護女性会 会長 原田 純子  

根室市議会議員 工藤 勝代  

根室市議会議員 久保田 陽  

根室市議会議員 西田 浩一  

北海道根室振興局産業振興部 

建設指導課 課長 
大谷 一夫  

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 

根室出張所 所長 
山口 秀人  

（敬称略） 

根室市都市計画審議会 令和７年２月１２日開催 

諮問書手交     諮問事項協議  
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２）スケジュール 

本計画は、2023（令和 5）年度、2024（令和 6）年度の２か年で作成しました。 

 

【関係会議開催経過】 

第１回庁内調整会議（内部組織）  令和５年５月２６日開催 

第１回庁内調整会議部会（内部組織） 令和５年６月８日開催 

第１回計画策定委員会（外部組織）  令和５年６月２９日開催（辞令交付含む） 

議事：①目的と経緯②庁内調整会議・策定委員会の設置③策定体制と今後のスケジュール 

 

市民アンケート調査   令和５年７月２１日実施 

対 象：都市計画区域内住民の１８歳以上から無作為抽出 2,000 名 

〆 切：令和５年８月７日 ただし、9/5 回収分までを集計に加えた 

回収数：４７８票 回収率：２３．９％（４７８／2,000×100＝２３．９％） 

 

第２回庁内調整会議（内部組織）  令和６年１月２６日開催 

第２回庁内調整会議部会（内部組織） 令和６年１月２９日開催 

議事：①当市の現況調査・分析結果 ②市民アンケート調査結果 ③策定に係る３つの方針 

 

令和５年度根室市都市計画審議会  令和６年２月１６日開催 

議事：根室市立地適正化計画策定着手報告 

 

第２回計画策定委員会（外部組織） 令和６年２月１６日開催 

議事：①当市の現況調査・分析結果 ②市民アンケート調査結果 ③策定に係る３つの方針 

 

第３回庁内調整会議部会（内部組織） 令和６年５月１７日開催 

第３回庁内調整会議（内部組織）  令和６年５月２４日開催 

議事：①都市機能誘導区域及び誘導施設の設定 ②今後のスケジュール 

策定方針に則り、「都市機能誘導区域及び誘導施設」の市案決定 

 

第３回計画策定委員会（外部組織）  令和６年６月５日開催 

議事：①都市機能誘導区域及び誘導施設の設定 ②今後のスケジュール 市案を素案決定 

 

第４回庁内調整会議部会（内部組織） 令和６年７月１７日開催 

第４回庁内調整会議（内部組織）  令和６年７月２６日開催 

議事：①居住誘導区域の設定 ②今後のスケジュール 

 

第５回庁内調整会議（内部組織）  令和６年８月１５日開催 

議事：①居住誘導区域の設定 承認後、部会へメール報告 

市の案として策定委員会へ諮る 

 

第４回計画策定委員会（外部組織）  令和６年８月２０日開催 

議事：①居住誘導区域の設定    市案を素案決定 
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第５回庁内調整会議部会（内部組織） 令和６年１１月７日開催 

第６回庁内調整会議（内部組織）  令和６年１１月８日開催 

議事：①防災指針・評価方法 ②素案の進捗状況報告 ③今後のスケジュール 

素案の全ての項目が決定され、素案のまとめに移行→11/15 全体素案完成 

第５回計画策定委員会（外部組織）  令和６年１１月１９日開催 

議事：①防災指針・評価方法 ②素案の進捗状況報告 ③今後のスケジュール 

素案の全ての項目が決定され、全体素案を報告 

第７回庁内調整会議（内部組織）  令和７年１月２４日開催 

第６回庁内調整会議部会（内部組織） 令和７年１月２４日文書会議開催 

報告事項：①素案完成報告 ②パブコメ結果報告 ③今後のスケジュール 素案最終決定 

第６回計画策定委員会（外部組織）  令和７年１月２７日文書会議開催 

報告事項：①素案完成報告 ②パブコメ結果報告 ③今後のスケジュール 承認：原案完成 

 

【その他の経過】 

令和６年１１月１８日 完成素案：国・道へ送付 

令和６年１２月５日 道との任意協議（対面） 

令和６年１２月１１日 総務経済常任委員会委員協議会説明 

完成素案・概要版・Ｑ＆Ａ使用 同日、市議会全議員配布 

令和６年１２月１８日 市民説明会開催 ６名出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１２月２５日～令和７年１月２３日 パブリックコメント意見募集 

国・道及び各関係者の意見を取り込み修正（最終調整） 

  ※市民説明会・パブリックコメントでの修正意見なし 

 

令和６年度根室市都市計画審議会  令和７年２月１２日開催 市長諮問 

原案内容協議→承認 

会長答申    令和７年２月１７日執行 市計画完成 

 

計画公表（施行）   令和７年４月１日 
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３）市民アンケート調査結果 

①回答者の属性 

【１】年齢 

年齢 回答者 割合 

① １８～２９歳 24 人 5.0% 

② ３０～３９歳 27 人 5.6% 

③ ４０～４９歳 41 人 8.6% 

④ ５０～５９歳 93 人 19.5% 

⑤ ６０～６４歳 43 人 9.0% 

⑥ ６５～６９歳 51 人 10.7% 

⑦ ７０～７４歳 76 人 15.9% 

⑧ ７５歳以上 121 人 25.3% 

 未回答・不明 2 人 0.4% 

 合計 478 人 100.0% 

【２】居住地域 

居住地域 配布数 回答者 回答割合 

① 北浜町 8 人 2 人 25% 

② 琴平町 36 人 3 人 8% 

③ 海岸町 1 人 1 人 100% 

④ 弁天町 24 人 2 人 8% 

⑤ 駒場町 168 人 31 人 18% 

⑥ 汐見町 22 人 5 人 23% 

⑦ 千島町 29 人 5 人 17% 

⑧ 栄町 23 人 5 人 22% 

⑨ 月見町 10 人 4 人 40% 

⑩ 明治町 134 人 34 人 25% 

⑪ 曙町 27 人 4 人 15% 

⑫ 宝町 52 人 12 人 23% 

⑬ 有磯町 28 人 6 人 21% 

⑭ 朝日町 11 人 2 人 18% 

⑮ 鳴海町 18 人 6 人 33% 

⑯ 本町 26 人 7 人 27% 

⑰ 花咲町 9 人 2 人 22% 

⑱ 松ヶ枝町 13 人 4 人 31% 

⑲ 弥栄町 7 人 0 人 0% 

⑳ 幸町 29 人 6 人 21% 

㉑ 大正町 29 人 7 人 24% 

㉒ 常盤町 12 人 1 人 8% 

㉓ 緑町 19 人 6 人 32% 

㉔ 梅ヶ枝町 7 人 1 人 14% 

㉕ 弥生町 11 人 7 人 64% 

㉖ 清隆町 18 人 6 人 33% 

㉗ 光和町 38 人 11 人 29% 

㉘ 北斗町 24 人 4 人 17% 

㉙ 平内町 19 人 5 人 26% 

㉚ 岬町 18 人 8 人 44% 

㉛ 定基町 25 人 3 人 12% 

㉜ 松本町 21 人 5 人 24% 

㉝ 敷島町 21 人 6 人 29% 

㉞ 花園町 59 人 14 人 24% 

㉟ 西浜町 258 人 77 人 30% 

㊱ 月岡町 35 人 8 人 23% 

㊲ 宝林町 173 人 42 人 24% 

㊳ 昭和町 176 人 42 人 24% 

㊴ 光洋町 278 人 75 人 27% 

㊵ 牧の内 17 人 2 人 12% 

㊶ 桂木 9 人 1 人 11% 

㊷ 花咲港 45 人 4 人 9% 

㊸ 穂香 13 人 0 人 0% 

 未回答・不明  2 人  

 合計  478 人  
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【３】職業 

職業 回答者 割合 

① 会社員 106 人 22.2% 

② 自営業 38 人 7.9% 

③ 漁業・農業 7 人 1.5% 

④ 公務員 51 人 10.7% 

⑤ 専業主婦・主夫 43 人 9.0% 

⑥ アルバイト・パート 42 人 8.8% 

⑦ 学生 5 人 1.0% 

⑧ 無給（年金受給者を含む 168 人 35.1% 

⑨ その他 13 人 2.7% 

  未回答・不明 5 人 1.0% 

  合計 478 人 100.0% 

 

 

【４】自家用車保有状況 

自家用車保有状況 回答者 割合 

① 保有（自分も運転する） 384 人 80.3% 

② 保有（自分は運転しない） 39 人 8.2% 

③ 保有していない 51 人 10.7% 

  未回答・不明 4 人 0.8% 

  合計  478 人 100.0% 

 

 

 

 

 

【５】居住年数 

居住年数 回答者 割合 

① 20 年以上 307 人 64.2% 

② 10 年以上 20 年未満 78 人 16.3% 

③ 1 年以上～10 年未満 68 人 14.2% 

④ 1 年未満 23 人 4.8% 

  未回答・不明 2 人 0.4% 

  合計 478 人 100.0% 

 

 

 

 

【６】居住形態 

居住形態 回答者 割合 

① 持ち家（一戸建て等） 353 人 73.8% 

② 借家（一戸建て） 26 人 5.4% 

③ 賃貸マンション・アパート 32 人 6.7% 

④ 
公営住宅（市営住宅・道営

住宅など） 
33 人 6.9% 

⑤ 社宅・官舎・寮・下宿など 29 人 6.1% 

⑥ その他 3 人 0.6% 

  未回答・不明 2 人 0.4% 

  合計 478 人 100.0% 
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②根室市のまちづくりの取組に関する重要度と満足度 

【１】都市計画マスタープラン 

【２】根室市総合計画 

満足度 重要度 

満足度 重要度 
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③日常生活で利用する施設・移動手段について 

【１】それぞれの施設をどのくらいの頻度で利用しているか 

 

【２】よく利用する・利用する施設の所在する地域 

 

区域① 根室市街地 

区域② 厚床地区 

区域③ 落石地区 

区域④ 歯舞地区 
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【３】よく利用する施設への主な移動手段 
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④施設立地の重要度について 

【１】これからも住み続けるために今後必要な施設 

【２】日常生活で利用する施設まで、自宅から何分以内の範囲であれば徒歩で利用するか 
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⑤将来の根室市のまちづくり、立地適正化計画の方向性 

【１】将来の根室市のまちづくりにおいて特に懸念される事柄 

【２】中心市街地や周辺の便利な住宅地に移り住むことについて 
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【３】「便利で使いやすいまち」のイメージに最も近いもの 

 

【４】将来加齢した際、よく利用すると思う施設 

 

 

【５】将来加齢した際、市内にない（なくなる）と困る

と思う施設 
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【６】将来各施設を利用する場合、どの移動手段が望ましいか 

【７】人口減少や少子高齢化などを踏まえて、あなたが住んでいる自治区の市街地の範囲について、今後ど

のような方針でまちづくりを進めていくべきか。 
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【８】現在、お住いのところが、津波浸水による被害が想定される場合、安全な高台などへ住み替えるなど

の考えはあるか 

⑥自由記述 
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４）用語集 

 ＜ア 行＞  

●SDGs  【P6】 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略称で、2015年（平成 27年）9月

の国連サミットにおいて全会一致で採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」の中核であり、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包括性のある社会の実現のため、

2030年（令和 12年）までを期限とした先進国を含む国際社会全体の開発目標のこと。 

 ＜カ 行＞  

●急傾斜地崩壊危険区域  【P90、129、136】 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年７月１日法律第５７号）第３条に基づき、関

係市町村長（特別区の長を含む。）の意見をきいて、都道府県知事が指定した区域のこと。 

●緊急輸送道路  【P144、150、162、165】 

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき

重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する基幹的な道路のこと。 

●国立社会保障・人口問題研究所  【P10、12、14、104】 

厚生労働省に所属する国立の研究機関。人口や世帯の動向を捉えるとともに、内外の社会保障政策や

制度についての研究を行っている機関。 

 ＜サ 行＞  

●準防火地域  【P54】 

主として商業地等、建築物の密集している市街地において、建築物の構造を制限することによって不燃

化を図り、市街地における火災の危険を防除するために指定される地域のこと。 

●水防法  【P52、110、132、134】 

洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公

共の安全を保持することを目的に制定された法律のこと。 

●垂直避難  【P139、142、148、160、161】 

急激な降雨や浸水により屋外での歩行等が危険な状態になった場合に自宅や隣接建物の 2 階等へ緊

急的に一時避難し、救助を待つこと。 

 ＜タ 行＞  

●地価公示  【P66、67、78】 

地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が公示する毎年１月１日時点における標準地の正

常な価格。 

●DID区域  【P18、72】 

人口集中地区（Densely Inhabited District）のこと。国勢調査の調査区の集合地域で、原則として

人口密度が約 4,000人／平方キロメートル以上、かつ合計常住人口 5,000人以上の地域のこと。 

●都市計画区域  【P3～5、8、18、20～23、28、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、70、

72、74、76、80、100、106、124、130、132、134、136、170】 

中心の市街地を核とし、一体の都市として総合的に整備、開発又は保全すべき区域のこと。 

●都市計画区域の整備、開発及び保全の方針  【P4、8、72、76】 

都市計画法第６条の２に基づき、都市計画区域毎に都道府県が定める都市計画の基本的な方向性を

示す方針のこと。 
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●都市計画公園  【P44、58、59、74、76、114】 

都市計画決定された都市施設である公園のこと。 

●都市計画道路  【P56、57、76、77、158、159、160、161、162】 

都市計画決定された都市施設である道路のこと。 

●都市計画基礎調査  【P20、170】 

都市計画法第６条に基づき行う調査のこと。都市における人口、産業、土地利用、交通などの現況及び

将来の見通しを定期的に把握し、客観的・定量的なデータに基づいた都市計画の運用を行うための基礎

となるもの。 

●都市計画審議会  【P170、172、174、175】 

都市計画法第７７条の２第１項の規定に基づき、学識経験者等の第三者からなる審議会で、市町村が

都市計画を決める前にその案について調査・審議する会のこと。 

●都市再生特別措置法  【P2、4、124、172】 

都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するた

め、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めることを目的に（平成１４年）２００２年に制定され

た法律。 

●土砂災害警戒区域  【P48、49、90、107、110、111、129、136、137、138、158、159、162】 

土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区

域で、警戒避難体制を特に整備すべき区域のこと。 

●土砂災害特別警戒区域  【P48、49、106、107、129、136、137】 

警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認

められる土地の区域で、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される区域のこと。 

 ＜ハ 行＞  

●北海道地価調査  【P66、67、78】 

国土利用計画法施行令第９条に基づき、北海道が道内全域（１７９市町村）を対象にして、７月１日時点

での調査地点（基準地）の標準価格を判定し、９月下旬頃に公表するもの。 

 ＜ヤ 行＞  

●用途地域  【P11、22、32、34、36、38、40、42、44、46、48、54、72、74、76、80、90、92、96、100、

112、114、116、121、130、132、134、136、162、170】 

適正な都市としての機能と良好な環境を有する市街地の形成を図るため、建築物の用途や形態などの

規制・誘導を行う制度のこと。 

 ＜ラ 行＞  

●臨港地区  【P54、112】 

港湾機能を確保するために都市計画で定められる地区のこと。地区内で建築等の行為が制限される。 
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